
様式第１号（第３条、第６条関係）

令和６年度 施設等利用給付認定申請書（現況届）

次のとおり、子育てのための施設等利用給付に係る認定を申請します。

※1「幼稚園等」とは、新制度未移行の幼稚園・国立大学付属幼稚園・特別支援学校幼稚部の教育部分のみをいいます。
※2「認定こども園等」とは、認定こども園及び新制度移行済の幼稚園をいいます。
※3「認可外保育施設等」とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をいいます。

・子どもの父母並びに子どもと同居している親族等の全員（別世帯も含む。）及び保護者が扶養しているお子さん全員を記入してください。
子どもの父母については、単身赴任や別居などで同居をしていない場合でも記入してください。

・同意欄

●未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部を教育部分のみ利用する（予定含む）場合は記入してください。

※市記載欄 受 付 年 月 日 令和 年 月 日

（宛先）飯能市長 申 込 年 月 日 令和 ５ 年 １２ 月 １ 日

認 定 希 望 日 令和 ６ 年 ４ 月 １ 日

平成
令和

フ リ ガ ナ ハンノウ タモツ 生 年 月 日 年 齢

子 ど も の 氏 名 飯能 保 ２・ ９・１６ ３
令和6年4月1日現在

現 住 所 飯能市 双柳１－１

令和 5年1月1日現在の住所 ☑飯能市内 □飯能市外（ 都・道・府・県 市・区・町・村）
令和 6年1月1日現在の住所 □飯能市内 ☑飯能市外（ ◎◎ 都・道・府・県 ◎◎ 市・区・町・村）

フ リ ガ ナ ハンノウ イクロウ 子どもとの続柄 連 絡 先 電 話 番 号 (連絡順位)

保 護 者 氏 名
飯能 育郎 父

自宅( 042 )- 〇〇〇 - 〇〇〇〇 □
携帯 090 - ×××× - ×××× (父)□
携帯 080 - △△△△ - △△△△(母)□

認 定 区 分

□ 保育の希望 無【１号】…幼稚園等(※1)の利用を希望

保育の希望 有…幼稚園等及び認定こども園等(※2)での預かり保育や認可外保育施設等(※3)での保育の利用を希望

☑【２号(満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過している場合)】

☑【３号(満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあり市民税非課税世帯に該当する場合)】

子

ど

も

の

世

帯

員

氏 名 個人番号
（マイナンバー）

続柄 生年月日 年齢
就労・通学・通園先

又は単身赴任先
要介護認定又は

障害者手帳

飯能 育郎 ×××××××××××× 父 62・10・ 6 ３６ 〇〇市役所 □有

〃 教子 △△△△△△△△△△△△ 母 1・ 3・ 2 ３４ △△保育園 □有

〃 保 ○○○○○○○○○○○○ 本人 2・ 9・16 ３ □有

〃 幼次郎 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 弟 4・12・ 1 １ □有

〃 健児 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 祖父 30・8・ 7 ６６ ☑有

・ ・ □有

・ ・ □有

☑ 子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居
親族の市町村民税課税状況の確認に当たり官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることについて同意します。
☑ 申請書等に記載した内容について、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給その他施設における給食費の徴収に関する情報とし
て必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあることに同意します。
☑ 施設等利用費は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第３項の規定に基づき、施設・事業者が代理受領しても構いません。
☑ 新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条
の５第５項の規定に基づき、最長で利用開始の前日まで認定申請の結果の通知について延期することに同意します。
☑ 認定希望日現在、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設(企業主導型保育事業)の利用はありません。
☑ 申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消されても構いません。

署名 飯能 育郎

利用(予定)
施設名

所在地
〒 － 利用開始予定日

令和 年 月 日

ＴＳ
ＨＲ

ＴＳ
ＨＲ

ＴＳ
ＨＲ

ＴＳ
ＨＲ

ＴＳ
ＨＲ

ＴＳ
ＨＲ
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ＴＳ
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１号（幼稚園の教育部分のみ）を利用希

望の場合はこの欄へ記入してください。

１号の申請をする場合はここまでで記入

終了です。

記入例
（お願い）この申請について市役所以外の
施設等に提出する場合は、封筒に入れ、糊
付けをして担当者へ渡してください。

利用開始（予定）日
までに、必ず申し込
みをしてください。

利用希望年度４月１日現
在の年齢（クラス年齢）
を記入してください。

電話連絡のつながり
やすい順番を数字で
記入してください。

保護者のいずれかで該当日に飯
能市外に住所のあった方がいる
場合は、飯能市外にチェックを
してください（状況により、後
日、その年の課税証明書等の添
付が必要となる場合がありま
す。）。

申請日時点での年齢を記
入してください。

記載事項をよくお読みいただ
き、それぞれについてチェック
をしたうえ、署名欄に署名して
ください。

・幼稚園等の教育部分のみを希望す
る場合は１号のみにチェックを入れ
てください。
・３歳児クラス以上で保育の利用希
望をする場合は２号をチェックして
ください。
・２歳児クラスの満３歳児で、非課
税世帯の場合は３号にチェックを入
れてください。

保護者のいずれかが単
身赴任や別居等で住所
を別にしている場合
は、この欄に住所地を
記入するか、住所のわ
かる資料を別途添付し
てください。

令和５年度に飯能市保育課から無償化の給
付を受けたことがある場合を除き、世帯員
全員について個人番号（マイナンバー）の
１２桁の数字を必ず記入してください。
また、提出時には、記入した全員分の番号
を確認出来る資料と保護者の本人確認書類
を用意してください。
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・記入上のご注意をよく読んでから記入してください。

・以下については、「認定区分」で「保育の希望 有」の選択がある場合のみ記入してください。

●未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部を預かり保育を含めて利用する（予定含む）方は記入してください。

●認定こども園、新制度移行済み幼稚園の預かり保育を利用する（予定含む）方は記入してください。

●認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する（予定含む）方は記入してください。

●認可外保育施設等を利用（予定）しており、教育・保育給付認定の申請及び保育所等利用申込みを行っていない場合は理由を明示してください。

・２号又は３号の認定を受ける場合は、保護者に保育の必要性があることについて記載するとともに、保育の利用を必要とする理由

についての添付書類を併せて提出してください。

□ 既に利用している認可外保育施設等を継続して利用するため

□ 他の保育所等では、利用を希望する時間帯の保育が行われていないため

（希望する保育時間： 時 ～ 時 、その他希望曜日など： ）

□ 他の保育所等では、自宅や職場から遠いなど地理的に希望と合わないため

□ その他

利用(予定)
施設名

所在地
〒 － 利用開始予定日

令和 年 月 日

利用(予定)
施設名

むーまこども園 所在地
〒 － 利用開始予定日

令和 年 月 日

利用(予定)施設・事業名
利用するサービスの

種類（○をつける）
所在地・電話番号 利用開始予定日

認可外 ・ 一時預かり

病児保育・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

〒 －

TEL － －
令和 年 月 日

認可外 ・ 一時預かり

病児保育・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

〒 －

TEL － －
令和 年 月 日

認可外 ・ 一時預かり

病児保育・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

〒 －

TEL － －
令和 年 月 日

認可外 ・ 一時預かり

病児保育・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

〒 －

TEL － －
令和 年 月 日

家 庭 の 状 況

父

保育の利用を必要

と す る 理 由

☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障害 □介護等 □災害復旧 □不在

□求職活動 □就学 □その他（ ）

勤 務 地 等 〇〇 （都道府県） 〇〇 （市区町村）通勤手段及び時間 車 ２０分

その他具体的

状況（詳細）

（勤務時間・日数や療養・介護等の状況について）

週５日（月～金）、８：３０～１７：１５の常勤勤務です。

添付書類の種類（ 就労証明書 ） ☑原本 □コピー（※必ず事前に用意してください。）

母

保育の利用を必要

と す る 理 由

☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障害 □介護等 □災害復旧 □不在

□求職活動 □就学 □その他（ ）

勤 務 地 等 〇〇 （都道府県） □□ （市区町村）通勤手段及び時間 自転車 １５分

その他具体的

状況（詳細）

（勤務時間・日数や療養・介護等の状況について）

週４日、８：３０～１７：００のうち１日４時間勤務のシフト制です。

保育の利用ができた場合週５日勤務になる予定です。

添付書類の種類（ 就労証明書 ） ☑原本 □コピー（※必ず事前に用意してください。）

２・３号用

幼稚園の教育部分に加えて預かり保育を利用希望の場合は

この欄へ記入し、下の家庭の状況を記載してください。

教育・保育給付１号認定を受けて認定こども園や幼稚園の教育部分に在籍して

おり、加えて預かり保育を利用希望の場合はこの欄へ記入し、下の家庭の状況

を記載してください。

認可外保育施設等を利用希望の場合はこの欄へ記

入し、下の家庭の状況を記載してください。

利用(予定)施設について、複数ある場合は、主に

所属する施設を一番上に記載してください。

認可外保育所等を利用希望する場合で、保育所等

の利用申込みをしたことがない場合は、この欄へ

の記入にご協力をお願いします。

２号又は３号の認定を受

ける方全員について、こ

の欄は記載必須です。

添付書類は、原則、原本を
用意してください。



施設等利用給付認定の区分

認可外保育所

一時保育など※2

認定こども園

幼稚園

就園奨励費交付

対象幼稚園

1号認定で入園中で預かり保育を利用※

2号認定で入園中

預かり保育を利用※

預かり保育は不要である

満3歳後最初の3/31までのお子様の利用※3

満3歳後最初の4/1以降～就学前の

お子様の利用

3歳になった後最初の3/31までのお子様※3　

→　施設等利用給付認定（3号）

3歳後最初の4/1以降～就学前のお子様

→　施設等利用給付認定（2号）

新たな認定は不要です

施設等利用給付認定（1号）

施設等利用給付認定（3号）

施設等利用給付認定（2号）

利用施設等

施設等利用給付認定申請書 提出要領

認定申請は、希望する区分に応じて必要な書類を作成し、事前に保育課又は利用(予定)施設等

に提出してください（申請書類を市役所以外の施設等へ提出する場合は、氏名を明記した封筒な

どに封入して糊付けのうえ担当者へ渡してください。）。

認定の区分について

※ 預かり保育部分の無償化対象は、保育の必要性が認められる方に限ります。

※2 無償化対象は、保育の必要性が認められる方に限ります。対象施設には、従業員の子どものみを預かりの対

象とするいわゆる認可外保育施設のほか、一時預かり事業、ベビーホテル、病児保育施設、ベビーシッター、

ファミリー・サポート・センターを含みます。令和６年度の認可保育所等の利用申込みをし、有効な支給認定

証（2号又は3号）をお持ちの方は、当該申請手続きが不要となる場合があります。なお、企業主導型保育事業

は、市ではなく事業者への申請及び市への利用報告が必要です。詳細は事業者へお問い合わせください。

※3 満3歳後最初の3月31日まで(2歳児)のお子様について無償化対象となるのは、市民税非課税世帯に限ります。

必要な書類について

・認定申請書（記入例は裏面をご覧ください。）

・幼児教育・保育無償化申請チェックシート

・本人確認書類

・（２号又は３号を希望する場合）保育の必要性を認定するための添付書類

○本人確認書類について

申請にあたっては、申請書に子ども、保護者及び世帯員のマイナンバーの記入が必要です。

マイナンバーが記載された書類の提出にあたっては、法令の規定により、本人確認書類の提示

が必要になります。提出時には保護者の本人確認書類（免許証等）及び記入した全員分の番号確

認書類（マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票）をご持参ください。

マイナンバー通知カードをお持ちの方は令和２年５月２５日以降、氏名・住所に変更の無い方

に限ります。

申請書を市役所以外の施設等を経由して提出する場合には、 保護者の本人確認書類の写し及

び記入した全員分の番号確認書類の写しを忘れずに同封してください。



○保育の必要な事由と必要な添付書類について

保育の必要性を認定するためには、保護者のいずれもが下記「保育の必要な事由」のいずれか

に該当し、それぞれについての添付書類の提出が必要です。

○添付書類の作成・提出にあたっての留意事項

・添付書類は、認定申請書の提出時に必ず添付してください。なお、認定申請日の３か月以上

前に作成された書類は無効ですので、新しいものをご用意いただくようご注意ください。

・複数のきょうだい分を同時に申し込む場合、添付書類は世帯で最低１組ずつ原本をご用意い

ただく必要があります。この場合は人数分までコピーをお取りいただき、原本を上のきょうだ

いの申請書に添え、コピーを下のきょうだいの申請書に添えてください。

・添付書類の種類や内容に不備がある場合には保育の必要性について認定ができず、無償化の

給付を受けられませんのでご注意ください。

・各添付書類は次のページからダウンロードすることができます。

【検索：幼児教育・保育の無償化を受けるための申請書類】

（各書類については、保育課窓口でも配布しています。）

QRコード→

○認定の効果

認定の起算日は、施設等の利用開始予定日又は申請日のいずれか遅い方が基準となります。

申請に不備がない場合、子育てのための施設等利用給付２号又は３号の認定について市から

通知されますが、これは無償化の給付を受ける資格を認定するものです。

認定の通知をもって希望施設の利用が確約されるものではありません。定員など、施設の状

況や保育の必要性の度合いによっては希望通りの利用ができない場合もあります。

この他、保育の必要な事由について、各事由に該当するかどうかや添付書類の詳細などにつ

いて、ご不明な点がありましたら飯能市保育課へお問い合わせください。

（飯能市保育課 電話０４２－９７３－２１１９）

保育の必要な事由 添付書類
①就労（保護者が月６４時間以上の就労を常態とし
ている場合）

「就労(予定)証明書」

（事業主の証明を受けることが必要）

②妊娠・出産（保護者が出産の前後にあたる場合
(出産予定日６週間前・出産後８週間) ）

「保育必要事由申立書」

（母子健康手帳の写しを添付）

③疾病・障害（保護者が病気・負傷・心身に障害
がある場合）

「診断書」(期間の証明があるもの)、

又は「保育必要事由申立書」（手帳の写しを添付）

④介護・看護等（保護者が同居親族の介護・看護
にあたっている場合（長期間入院者の場合も含む））

「診断書」(期間の証明があるもの)、

又は「保育必要事由申立書」（手帳の写しを添付）

⑤災害復旧（保護者が震災・風水害・火災その他災
害の復旧にあたっている場合）

「保育必要事由申立書」

（必要に応じて詳細書類等を添付）

⑥求職活動（保護者が求職活動や月６４時間未満の
就労（起業準備も含む）を継続的にしている場合）

「求職活動(起業準備)申告書」

（求職カード等がある方は写しを添付）

⑦就学（保護者が就学している場合（職業訓練校に
おける職業訓練を含む））

「保育必要事由申立書」

（学生証等及び時間割の写しを添付）

⑧虐待・ＤＶ（虐待やＤＶのおそれがある場合） 「保育必要事由申立書」

（必要に応じて詳細書類等を添付）

⑨継続利用の必要性（育児休業を取得したが、既
に保育を利用している子どもの継続利用が必要）

「育児休業取得に伴う保育利用継続申込書」

（事業主の証明を受けることが必要）

⑩その他（その他、市長が認める①～⑨に類する状
態といえる場合）

「保育必要事由申立書」

（必要に応じて詳細書類等を添付）


